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重要⼟地等調査法の施⾏スケジュールについて

・土地等利用状況審議会の開催

・基本方針・政令の閣議決定
・政令・内閣府令の公布

・区域指定の公示

・区域内の土地等の利用・所有状況の調査

６月１日 一部施行

令和４年５月24日 施行日政令・審議会令・組織令改正 閣議決定

内閣府に新執行部局（政策統括官（重要土地担当））を設置

７月25日

９月中旬

９月中旬 全面施行

じ後、順次

・パブリックコメント実施

（１か月間）
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【議題①】重要⼟地等調査法の対象とする⽣活関連施設について（政令事項）

重要土地等調査法（抄）

第二条 この法律において「土地等」とは、土地及び建物をいう。
２ この法律において「重要施設」とは、次に掲げる施設をいう。

一 自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに
日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域（第四項第一号において「防衛関係施設」という。）

二 海上保安庁の施設

三 国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、
身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの

（第四項第三号及び第十四条第二項第一号において「生活関連施設」という。）

① 原子力関係施設
（製錬施設、加工施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、

廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設）

② 空港
※区域指定においては、自衛隊の施設が隣接し、かつ自衛隊も使用する施設から選定する。

政令（施行令）において、以下の類型を規定。
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